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第１ 防潮堤等の設置が選択されるとしても，被告東京電力の「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍ

の防潮堤計画」により本件事故の結果を回避することができたこと 

はじめに 

（１）本書面では、結果回避の対策として防潮堤の設置が選択されるとしても本

件事故を回避できたことを主張するものである。併せて、本訴訟では国を相手にす

るものではないが、本訴訟でも国の責任を認めなかった６．１７最高裁判決の誤り

は参照すべきところが多々あるため、以下のとおり指摘する。 

６．１７最二判の多数意見及び補足意見は，請求を棄却した理由について，「本

件で国家賠償責任が認められない原因は，端的に言えば，本件地震が余りに大きな

地震であり，本件津波が余りに大きな津波であったため，本件長期評価を前提に行

動したとしても，本件事故を回避することができたと判断するには無理が大きすぎ

るからである。」（菅野裁判官の補足意見。１５頁）と解説している。そして，「長

期評価が述べる知見」は正当なものであり，この新知見に基づいて算定された「２

００８年津波試算」も正当であったから，これに一定の裕度を加えた津波対策を行

っていれば，次の津波襲来も防止できると考えられるべきところ，この度は，「本

件地震があまりに大きな地震であり，本件津波が余りに大きな津波であったために，

本件長期評価を前提に行動したとしても，本件事故を回避することができたと判断

するには無理が大きすぎるからである」（１５頁）として，被災者らの国に対する

請求を棄却したのである。 

（２）しかし，多数意見は，「４省庁報告書」及び「７省庁手引き」が策定した

津波評価の新指針を無視して，「長期評価に基づく２００８年津波試算による津波

対策」も，一定の裕度を持たせて，敷地南側を中心に「Ｏ.Ｐ.+１５．７ｍ」対策を

行えばよいと単純に捉えているのであるが，福島第一原発において防潮堤による津

波対策を行う場合には，日本海溝の南から北へ向かう海流があり，その海流は既に

形成されている敷地の南側の海食崖に衝突し上昇して東側に回るという難題も生じ
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ているのである。「２００８年試算」においても，東面には，東面の敷地高さの津

波が迫るとの計算結果が出ているのである（甲 A 第７６号証 ９頁の「表２―３

（２）９．２４４ｍ参照）。津波の状況次第では東面からの遡上は十分に起こり得

る事態なのである。多数意見は，こうした問題には全く無知であるのか一顧もせず，

津波対策は，ただ「Ｏ.Ｐ.＋１５．７ｍ」に一定の裕度を加えれば津波対策は可能と

考えているのであろう。 

（３）被告東京電力の技術陣は原発敷地周辺の状況を把握して，長期評価対策を

検討する中で，福島第一原発敷地全域を囲む「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」を

立てていたのである。この計画によれば，今次の「３．１１津波」の敷地への遡上

は十分に防止できたのである。そうであるのに，多数意見及び補足意見は，この「Ｏ．

Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」の存在には全く言及をしないまま，「本件試算津波と

同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計される防

潮堤等は，本件敷地の南東側からの海水の侵入を防ぐことに主眼を置いたものとな

る可能性が高く，一定の裕度を有するように設計されるであろうことを考慮しても，

本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に侵入することを防ぐことができる

ものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」（同１０頁。下線は代

理人による ）と，無法に判断をしているのである。このような判断であると，「２

００８年試算に基づく想定津波では，３．１１津波を防止することは客観的に不可

能」とする判断と受け取れるが，しかし，専門家の判断では，同一の基礎資料に基

づいて，「２００８年試算」に基づく津波対策には，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」

が必要と判断されているのである。であるから，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍ」までの防潮

堤対策は現に存在していたのであり，多数意見の判断は，十分な調査をしないまま，

身勝手な誤った素人判断を行ったものと批判せざるをえないものである。 

長期評価に基づく津波の陸地への遡上の際の動向を理学的に正しく観察するなら

ば，原発敷地への遡上は十分に防止ができたのに，今次の多数意見並びに補足意見

は，こうした津波対策の基本的な知見や常識をも全く欠いていたために，重大な誤
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りを犯したのである。日本海溝の福島県沿いという海食崖における津波の動向の判

断を行うには，相応の専門的知識が求められるのに，多数意見の裁判官たちは，や

ってはならない素人判断を行って大誤判を犯したのである。 

（４）多数意見には，こうした欠陥のほかにも，福島第一原発では，その建設時

からも安全系電気設備は外水に対しても内水に対しても全く対策が施されていず，

仮に敷地地盤高を１ｍでも超えれば何らの防止策の備えもなく，原子力発電所内の

全原子炉損傷が起きる状態（内部溢水，外部溢水勉強会第３回議事次第）であった

のであり，世界に類を見ない脆弱な設備であったのに，こうした事実には一言の言

及もないのである。そして，安全系の設備については諸外国でも，また，東京電力

柏崎刈羽原発でも地下の安全系の設備室では，本件事故以前から水密化している事

例等が存在しているのに，これらにも言及することなく，津波対策は防潮堤対策の

みであると強引な判断をしている。 

（５）このように多数意見の判示には多くの誤り，欠陥だらけであるのだが，し

かし，ここでは多数意見が最終的に結論として判示をしている上記の事項（判決１

０頁における判示部分）に絞って，その誤りを指摘，主張するものである。この事

実が確認されるならば，多数意見はそれだけで消滅することになるからである。本

判決例は，今後の同種事案の処理，判断にあたって先例として扱ってはならないも

のなのである。最高裁判決例からは，事実上抹消されるべきものなのである。これ

について，以下に述べることとする。  

 

１ 最高裁判決多数意見・補足意見の「請求棄却」の判示の骨子 

（１）「長期評価」に基づく津波試算と，最大水位は海抜１５．７ｍ 

６．１７最二判の多数意見は，以下のように判示している。 

被告東京電力は，平成１８年９月，保安院の指示を受けて，「本件長期評価に基

づいて本件発電所に到来する可能性のある津波を評価すること等を関連会社（東電

設計）に委託し，平成２０年４月頃，その結果の報告を受けた。その内容は，本件
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長期評価に基づいて福島県沖から房総沖の日本海溝寄りの領域に明治三陸地震の断

層モデルを設定した上で，平成１４年津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法

に従って，上記断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値

計算を多数実施して津波の試算を行ったところ，本件敷地の海に面した東側及び南

東側の前面における波の高さが最も高くなる津波は，本件敷地の南東側前面におい

て，最大で海抜１５．７０７ｍの高さになるが，本件敷地の東側前面では本件敷地

の高さ（海抜１０ｍ）を超えず，主要建屋付近の浸水深は，４号機の原子炉建屋付

近で約２．６ｍ，４号機のタービン建屋付近で約２．０ｍとなるというものであっ

た。」（判決４頁）。 

（２）２つの地震規模と両津波による浸水深の対比 

「ところが，本件長期評価が今後発生する可能性があるとした地震の規模は津波

マグニチュード８．２前後であったのに対し，本件地震の規模は，津波マグニチュ

ード９．１であり，本件地震は，本件長期評価に基づいて想定される地震よりもは

るかに規模が大きいものであった。また，本件試算津波による主要建屋付近の浸水

深は，約２．６ｍ又はそれ以下とされたのに対し，本件津波による主要建屋付近の

浸水深は最大約５．５ｍに及んでいる。そして，本件試算津波の高さは，本件敷地

の南東側前面において本件敷地の高さを超えていたものの，東側前面においては本

件敷地の高さを超えることはなく，本件試算津波と同じ規模の津波が本件発電所に

到来しても，本件敷地の東側から海水が本件敷地に侵入することは想定されていな

かったが，現実には，本件津波の到来に伴い，本件敷地の南東側のみならず東側か

らも大量の海水が本件敷地に侵入している。」（同１０頁）。 

（３）「３．１１津波は，海水の敷地への侵入を防ぐことができない可能性が高

かった」 

「これらの事情に照らすと，本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸

水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等は，本件敷地の南東側からの

海水の侵入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く，一定の裕度を有す
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るように設計されるであろうことを考慮しても，本件津波の到来に伴って大量の海

水が本件敷地に侵入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高

いといわざるを得ない。」（同１０頁）。 

（４）経済産業大臣が規制権限を行使して，東京電力に対策を採らせても，「本

件事故と同様の事故が発生した可能性が相当にあった」 

「以上によれば，仮に，経済産業大臣が，本件長期評価を前提に，電気事業法４

０条に基づく規制権限を行使して，津波による本件発電所の事故を防ぐための適切

な措置を講ずることを東京電力に義務付け，東京電力がその義務を履行していたと

しても，本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に侵入することは避けられ

なかった可能性が高く，その大量の海水が主要建屋の中に侵入し，本件非常用電源

設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥

り 本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざる

を得ない。 

そうすると，本件事実関係の下においては，経済産業大臣が上記の規制権限を行

使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生していなかったであろうという

関係を認めることはできないことになる。」（同１０～１１頁） 

としているのである。 

（５）菅野博之裁判官の補足意見 

「本件で国家賠償責任が認められない原因は，端的に言えば，本件地震が余りに

大きな地震であり，本件津波が余りに大きな津波であったため，本件長期評価を前

提に行動したとしても，本件事故を回避することができたと判断するには無理が大

きすぎるからである。」（１５頁）としている。 

（６）多数意見への概評―「３．１１津波事故を防止できなかった」とするのは

無知のたわごと  

多数意見の判示では，「２００８年津波試算」で算定された「Ｏ．Ｐ．＋１５．

７ｍ」という津波に対して，理学的，工学的な検討を行うという場面は一切示され
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ていない。同試算では，敷地南側に最大津波高１５．７ｍとあることから，ここか

らの遡上を防止すればよいという判断となっている。そして，「３．１１津波」で

は東面からも遡上してきたので防止ができなかった，という判示となっている。こ

こには，そうした判示を行ったことについての，津波に対する理学的，工学的な考

察は全く示されていないのである。 

ア ２００８年試算は，最大津波高を算定しているが，「防潮堤の設計図で

はない」のである 

「前記（３）」に挙げた判示の前半部は，「２００８年試算」に基づいて，「ど

のような津波対策を採るのか」についての判示を行っており，後半部は，「それに

よって，どのような津波を防止できるか」について判示をしている。 

まず，「前半部」であるが，これについては，「本件試算津波と同じ規模の津波

による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等は，本件

敷地の南東側からの海水の侵入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高

く」としている。これによれば，敷地南側には「１５．７ｍの津波」が来襲してく

るからこれを中心に対応策を採るが，東側には津波の遡上は見られなかったから防

潮堤までは設ける必要はないという対応を考えているのである。多数意見の考え方

は，「津波試算」の報告から得る知見は，「来襲する津波は敷地南部に１５．７ｍ

の津波」とするものであり，東側にも，ほぼ敷地の高さいっぱいの「２号機で９．

２２５ｍ，５号機で１０．１８２ｍの津波が襲うとの計算」（甲 A 第７６号証の報

告書の９頁「表２－３（２）での記録」）になっているのに，こうした事実につい

ての理学的検討などを全く無視しているのである。こうした対応は，旧来の「既往

最大方式」を固持する考え方であり，「４省庁報告書」及び「７省庁手引き」の新

指針に反するものであるが，草野耕一裁判官の補足意見では，「本件仮定の下にお

いて本件発電所に到来することが想定される津波は，本件試算津波と同じものと考

えるのが合理的である」（判決１９頁）としているのは，正に「既往最大方式」を

固持するものである。多数意見は，「本件津波試算と同じもの」を造ることを当然



11 
 

の前提としているようであるが，「２００８年津波試算」は最大津波高を算定して

いるが，「防潮堤の設計図」ではないのである。実際に防潮堤計画を策定する場合

には，さらに現場の諸条件に適合した計画が検討されることになる。それが「Ｏ．

Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」なのである。 

次に「後半部」であるが，「後半部」は，「一定の裕度を有するように設計され

るであろうことを考慮しても，本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に侵

入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得

ない。」としている。この判示は，「前半部」の判示を裏返しにしたようなものな

のである。ここでも，「敷地南の１５．７ｍ」対策が講じられれば，「２００８年

試算はカバーされる」との前提であることは明白である。これも同様に誤りである。

「２００８年試算の１５．７ｍ」は「防潮堤の設計図」ではないのである。 

以上のように，最高裁判決の多数意見や補足意見は，津波の動向に関しての知識

を持たない素人の単なる感想なのである。こうした発想しかなし得ない裁判官に本

件の審査・判断を求めてはいけなのである。 

イ 多数意見は大誤判を犯しており，破綻をしているのである 

被告東京電力の技術陣が，「長期評価」の知見に基づいて設定した防潮堤計画で

は，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」を設置しなければならないとして，その計画を

準備していた事実については「４」において詳述するところであるが，同東京電力

技術陣は，自然現象の多様性や海流が敷地南部の壁（海食崖）に衝突しながら敷地

東側の水位を上昇させるなどの現場の事情を織り込みながら「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの

防潮堤」計画を準備していたのである。 

今次の最高裁判決の多数意見の所見・判断は，津波対策に全く無知をさらしたも

のであり，かつ，本件訴訟の審理においても，各当事者に対して，「２００８年試

算に基づいて防潮堤を設置したならば，本件３．１１津波事故は防止し得たのか」

という釈明を行っておけば，各当事者がそれなりに心血を注いて収集した知見，所

見に基づいて見解を提出し，津波現象の解説も行われるであろうから，裁判所は今
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次のような失態を演じなくても済んだはずである。とりわけ，被告東京電力は，こ

こで取り上げている関係資料は，すべて手中に保管されているのであるから，たち

どころに全ての問題点は明らかになったはずである。裁判所は，そうした釈明を求

めることもない杜撰の限りの審理を行って大誤判を犯したのである。 

こうした釈明が行われていれば，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画は明らかに

なっていたはずであり，そして，「最大津波高の算定」と「現実の防潮堤計画」と

の関係や相違も明らかになったはずである。そして，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」

計画これが実施されていれば，本件３．１１津波被害は回避できたのである。 

同東京電力や東電設計技術陣の算定では，敷地南側では「Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ」

が最大であったが，全体を綜合した防潮堤計画では，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」

が必要と計画しているのであり，本件事故後の検証においては，それだけの対応を

していたならば，「３．１１津波」の敷地への遡上はほとんど防止できたことが明

らかになっている（甲 B７８号証 久保賀也証言調書の反対尋問における「弁護人

資料１３」）のである。 

 

２ 東京電力の「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画について－東京電力刑事事件

の海渡雄一弁護士の報告 

海渡雄一弁護士は，福島原発事故刑事裁判の状況報告を終始行っているが，こう

した活動の前半期については，「福島原発刑事裁判第１回公判報告」にまとめられ

ているが，その冒頭では，東京電力が当時計画していた「防潮堤計画」について，

次のように述べられている。 

「東京電力は，２００９（平成２１年）６月に予定されていた，耐震バッ

クチェックの最終報告において，２００７年（平成１９年）１１，１２月に，

推本の長期計画に基づいて，津波評価を行い，この津波に対応する工事を実

施する方針を決め，２００８年（平成２０年）１月，そのための基準地震を

定める目的で，東電設計に最大津波高の計算を依頼しました。東電設計が実
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施した津波高の計算は，試算などではなく，東電が行う津波対策の内容を定

めるための基礎資料であり，２００８年３月に予定されていた耐震バックチ

ェックの中間報告，２００９年６月に予定されていた耐震バックチェックの

最終報告のためのものでした。この計算結果は分厚い黒表紙，金文字の付さ

れた計算結果として東電に納品されています。 

これを受けて，東電の実務レベルの土木グループの担当者らは東電設計と

も協力して，福島第１原発の１０メートル盤の上に１０メートルの津波防潮

堤を，敷地の南北に築く計画を始めとして，具体的な計画を煮詰め，２００

８年６月１０日に武藤被告人に提案をしました。しかし，この計画は採用さ

れず，津波の想定は旧来の土木学会に検討依頼することとされ，バックチェ

ックの終了時期は何年も遅らせられることになったのです。」（１頁）。 

そして，この報告書においては，東電設計が作成した「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮

堤」計画の模型図の写真版が掲げられていた。この図によれば，福島第１原発の東

側の全面，そして，北部及び南部の側面にも敷地面から鉛直の１０ｍの高さの防潮

堤が設置されていた。同東京電力の技術陣らは，「長期評価の想定に基づく津波高

試算」においては，第１原発の東面の津波高は「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ」に届くかどう

かという想定になっていたが，これへの対処という場面では，東側の海面沿いと，

南北の各側面にも敷地高から１０ｍの高さの鉛直の防潮堤を設置する計画となって

いたのである。 

このように，当時の同東京電力の技術陣らは，真摯に津波対策に取り組み，地震

調査研究推進本部が長い間調査研究を重ねてきた成果を存分に取り上げて，安全を

期そうと考えていたことが分かる。 

こうした構造であってみれば，「３．１１津波」においても，津波の敷地への遡

上は殆ど防止できる構造となっていたのである。 

なお，同刑事事件の一審の第１回公判期日は，２０１７年６月３０日であった。

そして，海渡弁護士の詳細な報告書は，同年８月には，「福島原発刑事訴訟支援団」
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のＨＰに掲載されている。そこで，上記の報告内容は，ひろく社会に広報されてき

ているのである（甲Ｂ第７９号証 海渡雄一 「福島原発刑事裁判第１回公判報

告」）。 

 

３ 被告東京電力は，東電設計に委託して，平成１９年１１月から「長期評価の

新知見等に基づく津波算定」に本格的に取り組むようになった 

（１）同東京電力からの東電設計への業務委託事項等 

「福島原発刑事事件」における久保賀也証人尋問に使われた，平成１９年１２月

１９日付け「添付資料８ 福島第一，福島第二原子力発電所に対する津波影響検討」

という書面が存在しているが，久保証人によれば，この書面は「自身が作成したも

のであること」を認めており，「ここにある事項が東京電力から依頼された業務内

容であり，これは東京電力へも交付されている」旨証言している（甲７８号証 久

保賀也証言調書１６頁）。 

同添付資料においては，冒頭に「福島第一，福島第二原子力発電所に対する津波

影響検討を行う。実施項目を以下に示す」とされており，東電設計の受託項目が６

項目挙げられている。「長期評価」が公表されて以後の当時の「日本海溝寄りのプ

レート間地震津波に対する検討」を中心課題として，太平洋岸の津波対策を改めて

検討するテーマが挙げられているのである。以下にその項目だけを挙げておく。 

① 海底地形の作成 

② 既往津波の想定津波に対する検討 

③ 日本海溝寄りプレート間地震津波に対する検討 

④ 最新の知見による断層モデルに対する検討 

⑤ 津波対策工に考慮した検討 

⑥ 報告書検討 

（２）委託業務の中心課題は，「長期評価」に基づく津波評価である 

この検討項目の表記について若干の事項を付記しておくが，上記の（４）項目に
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見られる「新知見」とされているのは，（ⅰ）茨城県が独自設定した延宝房総沖地

震津波とか，（ⅱ）中央防災会議による明治三陸地震津波など，５つの事例が挙げ

られているが，「長期評価の新知見」は挙げられてはいない。「長期評価の新知見」

に関しての検討は，「（３）日本海溝寄りプレート間地震津波に対する検討」の中

で取り扱われているのである。この各検討事項の中では，「長期評価の新知見」に

対する検討が中心課題になっている。例えば，「添付資料２」と「添付資料３」で

は，「長期評価の新知見」の骨格が解説されている。「資料３」では，「三陸沖北

部から房総沖の評価対象領域」が，大きく図示されている。この時点での新たな津

波対策で検討すべき最大の課題は，「日本海溝寄りプレート間地震津波に対する検

討」であることは誰の目から見ても当然の課題であったのである。この間の東電設

計の技術陣の津波対応方針は，「長期評価」が想定している波源設定，即ち，日本

海溝寄りの地震津波では，「震源域は，１８９６年の「明治三陸地震」についての

モデルを参考にし，同様の地震は三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこ

でも発生する」（証言添付資料２及び同３）となっていることから，そうした前提

で波源の設定を行い，津波高の算定を行い，いろいろな算定条件に基づいて，「２

７例の詳細パラスタ検討結果」を算出したのである（同添付資料２１）。 

そこで，海渡雄一弁護士も厳しく指摘されていたように，「東電設計が実施した

津波高の計算は，試算などではなく，東電が行う津波対策の内容を定めるための基

礎資料」であったのであり，この検討過程の中で考えられた「敷地を囲うＯ．Ｐ．

＋２０ｍの防潮堤」計画は，現場技術者が心底から叫んだ安全対策であったのであ

る。 

なお，東電設計へのこの業務委託に関しては，両社の間で以下のような補助的な

取り決めも行われていた。 

（ⅰ）平成１９年１１月１日付 「福島第一，第二原子力発電所に対する津

波検討について（添付資料４） 

（ⅱ）平成１９年１１月１９日付 「福島第一，第二原子力発電所に対する
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バックチェック（添付資料５） 

（３）「長期評価」公表時の保安院と同東京電力の津波対策の怠慢が起点 

ここでの本題は，「東京電力の技術陣は，『Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画』を

準備していたという事実の指摘」であるから，詳しく述べることはしないが，同東

京電力においては，長期評価が公表されて以後，常に津波対策には危機意識を抱え

ていたのである。同東京電力の担当者は，２００２年８月，保安院から呼び出しを

受けて，長期評価の想定に基づいてのシミュレーションを指示されたのに，これに

抵抗して，長期評価の新知見に対して消極的な立場をとっていた佐竹教授に依頼を

して対応を行うとの答弁を行ってその場を言い逃れ，以後，６年以上もこれを放置

してきたが，こうした対応も，この問題に正面から取り組めば福島第一，第二原発

の津波対策の弱点が明らかになり，その改善に相応の時間と経費がかかるという認

識があったからであり，その後も，同東京電力の内部においては，「長期評価」の

指摘に対する対応の必要性が取り上げられてきたのである。このヒアリングの時点

から，以下に指摘するような対応を同東京電力が執っていたならば，本件事故は十

分に防止できたのである。 

   

４ 被告東京電力技術陣の「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画の合意まで 

（１）２００８（平成２０）年３月１８日の「長期評価」に基づく算定津波高に

ついての同東京電力と東電設計との協議とその結果 

ア 「長期評価」に基づいての算定最高津波高は，「敷地南部で，Ｏ．Ｐ．

＋１５．７ｍ」であった 

東電設計の久保賀也氏（ほか２名）らは，２００８（平成２０）年３月１８日，

同東京電力を訪ね，同東京電力の高尾ＧＭ，浅井，金戸氏らと面談して，それまで

の作業状況を報告している。 

同日の面談での打ち合わせ事項と協議内容，そして，同日の協議に基づく合意内

容や結論は，添付資料２３「設計管理票（ＮＯ. ２）」に記述されている。証人尋
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問においては，検察官役は，「詳細なパラスタ検討結果（津波高）」を算定するま

での理学的な必要事項等について事実確認を行った上で，検討結果についての解説

を求める質問を行っている。 

検察官役は，添付資料２１「１Ｆ 詳細パラスタ検討結果」を示し，作成経緯等

の概要を確認した上，最大津波高について尋ね，久保証人から，Ｏ.Ｐ.+１０メート

ルの南敷地のところで，「その前面のほうで１５．７メートルという数字が出まし

た」（３０頁）との解説がなされた。そして，このような計算結果は，３月の１８

日くらいに速報という形で出した。「このときは，メールではなくて，ちゃんと打

合をしたと思います。」（３１頁）と答えている。 

そして，ここで念のために，「添付資料２１ １Ｆ詳細パラスタ検討結果」にお

いて示されている福島第一原発での「算定津波高」の最大津波高は，前記の通り，

敷地南部における「１５．７０７ｍ」であったが，敷地北部と東面における最大水

位は，北部側壁では「１３．６８７ｍ」，東面では１～４号機では，１０ｍ以下と

され，５号機地点では「１０．１５８ｍ」となっているとの報告がなされている。

東電設計の「添付資料２１」においては，いろいろな角度から「２７通り」の算定

が行われており，上記の３地点が最高水位となっているとの報告となっているので

ある。引き続いて，検察官役と久保証人との間では，まず，「水位」について次の

ような応答が行われている。 

かなり，それまでの計算結果より高い数値が出ているんですね。 

はい，そうです。 

これについて，特に感想とかそういったようなことで，御記憶にあるよう

な相手方の反応というのはありませんでしたか。 

そこまでは記憶していないですけれども，明治三陸というのは，日

本の太平洋側で３０メートル強の痕跡高がありますので，それをまと

もに正面でやるわけですから，かなり大きいというのはあらかじめ予

測はついていましたんで，それが敷地まで遡上するという結果は，ま
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あ，ハザードの時は出なかったですけど，見て，結構大きな津波だと

いうのは，その時点で認識しましたけど。 

東京電力の担当者の方も，そのような認識だったということなんですね。 

はい。（以上 同調書３２～３３頁） 

イ 福島第一，第二では，「主要施設の敷地まで遡上する結果」が確認され

た 

検察官役は，「日本海溝寄りの逆断層想定津波の検討結果，福島第一，福島第二

原子力発電所ともに，主要施設の敷地まで遡上する結果となっている記載がありま

すけれども，このような内容を説明されたんですね。」と尋ねたが，久保証人は，

「はい，そうです」と明快に答えている（同調書３２頁）。 

この 「添付資料２３ 設計管理票（ＮＯ．２）」は，以下のような資料である。 

これは，東電設計によってまとめられている３月１８日の東京電力への報告内容

と結果である。 
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このように，「添付書類２３ 設計管理票（Ｎｏ２）」においては，「日本海溝

寄りの逆断層想定津波の検討結果，福島第一，第二原子力発電所ともに，主要施設

敷地まで遡上する結果となっている。（中略）以上の検討結果は，対策等の問題は

残るが受領された。その他の問題は，別途指示があるまで保留とする。」と，同東

京電力と東電設計の両技術陣の間では，重大な事実が確認されているのである。 

この段階では，「長期評価」の地震津波の発生機構や波源の設定に関する新知見

に基づく想定津波高の算定には，大きな目途が立ったが，それへの対応策について

は，触れられていなかった。そして，この時点では，次の業務委託はなかったので

あるが，その後，「鉛直壁を設置した場合の検討」の業務が発せられて，４月１８

日には，久保氏はこれに対して「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」を提案するので

ある。 

（２）２００８（平成２０）年４月１８日の東京電力と東電設計との協議とその

結果―鉛直壁を設置した敷地を囲む「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画につ

いて 

ア ４月１８日の東電設計の報告と協議内容 

４月１８日，東電設計（久保氏）は，同東京電力を訪問し，金戸，浅井，高石氏

らと面談し，「添付資料２４ １Ｆ 鉛直壁を設置した場合の検討」を提出して作

業状況を報告している。 

「添付資料２４」は，以下のような記述と，「図１－１ １Ｆ 鉛直壁の設置位

置（３Ｄイメージ）」が付されている資料である。次のようである。 
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そして，「添付資料２５ １Ｆ 鉛直壁を設置した場合の最大津波高さ分布」と

いう「鉛直壁前面の津波高さ」を示す一覧図と，その「平面図」が付されている。

この「鉛直壁前面の高さ」という図面には，「北側側面で，１３．７７４ｍ」，「南

護岸前面で１９，９９３ｍ」となっている。この図は，敷地の全域（西側は除く）

を，「Ｏ.Ｐ.＋２０ｍの防潮堤」で囲んだ場合に起こる津波高さを示しているのであ

る。 

イ 同東京電力は，「敷地を囲む防潮堤」計画を指示  

検察官役は，「添付資料２４ １Ｆ 鉛直壁の設置位置」の図を証人に示しなが

ら，どうしてこのような構想がうまれたのかを尋ねた。 

久保証人 ……とりあえず，うちが最初に指示されたのは，１０メー

トル盤，１３メートル盤の前面に鉛直壁を建てて，どれくらいの津

波高さになるんだというのを計算してくれということで，一応，最

初は速報的な感じで，これだけをやってお出ししました。 

１０メートル盤の上に壁を建てるという基本的な事項については，東京電

力の担当者の側の要請だったということですか。 

はい，そうです。 

その結果が，先ほど御証言があったように，最大で１９メートルの津波が

この壁に押し寄せるという結果が出たということなんですね。 

はい，そうです。（以上３６頁） 

ウ 「長期評価」に基づく津波算定では，津波の動向について細心の配慮を

行い安全性を確保 

次に検察官役は，「添付資料２５ １Ｆ 鉛直壁を設置した場合の最大津波高さ

分布」を示し，福島第一の「鉛直壁を設置した場合の最大津波高さ分布」状況につ

いて質問を行った。 

これが，計算結果を図表にしたものですか。 

はい，そうです。 
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上の棒グラフ状のものをご覧いただきたいんですが，これは１号機から 4

号機までの原子炉建屋等が設置されている１０メートル盤にどのような形で

津波が来るかと，そういう表なんですね。 

はい。 

ここで，１９．９９３とある部分というのは，具体的にはどの部分という

ことなんでしょうか。 

敷地の端ががけになっておりまして，そこのちょうど南側の際のと

ころで１９．９で，北側のほうでも１３点幾つというピークがありま

すけれども，こちらの部分が大きくなっているということです。（以

下中略） 

こうした計算結果，あるいは図面は，東京電力の側には面談の上でお渡し

になっているんですか。 

はい，そうです。（３６頁）（以下中略） 

エ 東電設計と同東京電力の技術陣の応答 

速記録末尾添付の指定弁護士資料２７を示す 

４月１８日付け設計管理票ですけれども，このときにお渡しになったんで

しょうか。 

はい，そうです。 

ここに，防潮壁を設置した場合の検討結果の資料を渡されたという趣旨の

記載があるんですけれども，このときで間違いありませんね。 

はい。 

結局，このときには，東京電力の側の担当者の方は，どのような対応をさ

れたんでしょうか。 

取りあえず，どれくらいの高さになるかというのを出しただけで，

そこに書いてあるように，ほかの案，１０メートル，１３メートル盤

じゃなくて違うところにつけるという案もあるよねという話で，その
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辺は東電側で検討するということだったんですけれども，まずは，１

０メートル盤，１３メートル盤に鉛直壁を建てた場合の結果でお出し

して，それをどう使っているのか，そこから先は分からないのです。 

ここに，防潮壁前面のＯ.Ｐ.約プラス２０メートルの津波高さが発生する

と，これは，計算結果を説明されたという意味ですね。 

はい，そういうことです。（以上３６頁）。 

取りあえず，この計算結果について受領されたが，他の案についても考え

るという意味なんですか。 

はい，そういうことです。ですから，防潮堤を，今は１０メートル

の際に付けているんですけれども，もう少しその前面に付けるとかと

いう，そういう評価の方法があるかもしれないということで，東電側

で検討するということだったんですけれども，そういう指示はありま

せんでした。（以上３８頁） 

このように，「長期評価」に基づいての津波高の算定においては，東電設計の算

定手法や算定結果については，同東京電力の技術陣は，異議を示したことはなかっ

たのである。こうした経緯の後，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画の合意を見る

ことになるのである。 

（３）両社の技術陣らは４月１８日の打合わせで，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤

計画」に合意した 

久保証言によると以上のような状態であったということであるが，「Ｏ．Ｐ．＋

２０ｍの防潮堤」計画はどうなっていたのか，それは，「添付資料２７」によく示

されている。次のようであった。 



25 
 

 



26 
 

以上のところからすれば，「長期評価」の新知見に基づいて策定した想定津波高

への安全対策としては，東電設計が同東京電力からの指示により策定した「添付資

料２４」に纏められた，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」で，両社の技術陣は合

意していたことが確認できる。ただ，この計画はこの時点で確定されたというもの

ではないが，「長期評価」に基づいて想定された津波は，発電所敷地の周辺で津波

の流れが変わる可能性が高く，これに安全に対応するためには，「Ｏ．Ｐ．＋２０

ｍの防潮堤」にするのがベストとする点で判断は一致していたのである。 

（４）「津波対策検討」は，７月２２日に「一旦は幕」（添付資料３１「設計管

理票（Ｎｏ.６） 

４月１８日の会合で両社の技術陣らは，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」につ

いては合意を見ていたが，同東京電力は，なお一層，「津波高の低減」を図ること

ができないかとの論点について，東電設計に検討の要請を続けており，東電設計は

これに応えていたが，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤計画」の変更を求めたりするよ

うな要求ではなく，関連事項の調整で「津波高の低減」を図れないかという検討の

要請であった。検察官役も，こうした動きがどうなったかを尋ねている。 

結果的にどうなったんですか。 

結果的には，もう，いろいろやって，東電さんの中で議論できるよ

うな材料をだしたということで。 

データとして提出をしたということですね。 

はい。 

こうした作業が，大体いつ頃まで続いたんですか。 

全体をＡ３サイズの資料にまとめるので７月ぐらいまで続いたと思

いますけれども。 

そうしたことで依頼を受けていて，最終的に，もう，この程度でいいです

よということを言われたことはあるんですか。 

はい。 
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それは，いつ頃でしょうか。  

ちょっと日付は分からないんですけれども，帳票に残っていると思

います。 

と答えた。 

ここで検察官役は，添付資料３１ 「設計管理票（Ｎｏ.６）」を示し，「この協

議内容の中に，対策工の検討は，これ以上の検討ケースを必要ないとの事というふ

うに記載がありますが，この時点でその作業は終わったということですか」と尋ね，

久保証人は，「はい」と答えている。（以上 ４３～４４頁） 

                        

５ 最高裁多数意見は，被告東京電力・東電設計技術陣の専門家の最新の津波対

策の知見に反した無知の判断 

（１）同東京電力・東電設計の「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画の概要 

同東京電力・東電設計の技術陣らは，東電設計の久保証言の「添付資料２３」に

よれば，２００８（平成２０）年３月１８日には，以下のような合意に至った。 

 

日本海溝寄りの逆断層想定津波検討結果，福島第一，福島第二原子力発電所

ともに，主要施設の敷地まで遡上する結果となっている。 

  以上の検討結果は，対策等の問題は残るが受領された。 

 

３月１８日の協議では，「長期評価の想定する津波への対策」は「想定津波高」

を大きく改めなければならないことが理解された。 

そして，その翌月の４月１８日には，上記のような「主要施設の敷地まで遡上す

る結果」に対する安全対策としては原発施設の北側，東側，南側を囲う防潮堤の設

置が必要との対策が技術者らでは合意された。久保証言における東電設計の「添付

資料２４」によれば，その内容は，以下の通りである。 
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・防潮壁（鉛直壁） ：敷地ＯＰ＋１０ｍ及びＯＰ＋１３ｍに鉛直壁高さＯＰ

＋２０ｍを設定」 

 位置は図１－１及び図１－２を参照。 

 

このように，同東京電力と東電設計の技術陣らは，「長期評価」に基づいての津

波算定を行って，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」を設置すれば，こうした津波の襲

来を受けても津波の遡上を防止できるとの結論に達し，その対策案は準備されてい

たのである。 

東電設計株式会社は，平成２０年４月１８日に，「長期評価に基づいての試算津

波の最大津波高はＯ．Ｐ．＋１５．７ｍであった」（甲 A 第７６号証 「新潟県中

越沖地震を踏まえた福島第一・第二原子力発電所の津波委託」）との公表を行うの

である。この事実そのものは社会の関心を呼び，原発の危険性を訴えることにはな

るのであるが，同東京電力は，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画については明ら

かにしなかった。同東京電力がこうした対応を採ったのは，「それまでの安全神話

を崩壊させる」との配慮があったからなのであろうが，この計画自体については，

同東京電力技術陣としては，いろいろな角度からの安定計算を行って津波の敷地へ

の遡上を防止する努力が払われていたものであった。 

多数意見は，「一定の裕度を有するように設計されるであろう」などと安易に判

示するが，福島県のこの海岸地帯の特殊性などについては，何の考慮もされておら

ず，単純に旧来からの「既往最大方式」に基づいての安易な判断だとしか考えよう

がない。東電設計及び同東京電力技術陣の思考は，正に新指針が指示した「想定し

得る最大規模の地震津波対策」に臨み，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」計画に達し

たのである。 

（２）多数意見は，津波到達地の地形や湾港の形によって津波の動向が大きく変

わるとの万人の一般常識にも反する認定，判断を行っている 

津波が上陸する際には，湾港や陸地の形によって大きく影響を受けることはよく
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知られていることであるが，この点を久保証言に基づいて，福島第一原発の海岸部

分の事情を述べておくこととする。 

久保証人は，その反対尋問において，福島第一原発の敷地の南側の崖地では，南

側から流れてきた津波の水流は，どのようになるのかを尋ねられて，次のように答

えている。 

そのように南側から伝播してきた津波というのは，福島第一原発の敷地に

近づいてくると，次はどんな挙動をするんでしょうか。 

南側に近づいてくると，先に福島第一だと南側の防潮堤とぶつかり

ます。と，そこで反射波が起きて，若干南側に反射波が起きます。そ

れと南側から入ってくるやつと，それが重なり合うところがちょうど

敷地の南側部分になるので，そこで津波が大きくなります。（証言調

書７５頁）（中略） 

その後，どのような挙動をしていくことになるんですか。 

それの反射波がだんだん防波堤に従ってどんどん広がってくるのと

同時に，第一波の津波の来襲が南側から来て，敷地にぶつかって，そ

の反射波と大体重なるところが大きくなるという形ですね。 

反射波と，まっすぐ敷地に向かっていく波がぶつかって，敷地に遡上する

辺りが一番水位が高くなる，こういうことですね。 

はい。（証言調書７７頁）（中略） 

お話を総合すると，まず福島第一原発の敷地には，南側のほうから津波が

伝播してくると。そして，南側のほうから伝播してきた津波が防波堤にぶつ

かった反射波と，それから向かってくるときのままの直行する波がぶつかっ

て敷地に上る敷地の南側の個所が一番高くなる，このように伺ってよろしい

ですか。 

はい。（同７８頁） 

以上のように，福島第一原発では，北上し障害物に衝突しながら遡上する津波は
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複雑な動きをしながら遡上するのであるから，その中のある一地点での「最大水位」

が算出されても，そこから直ちに全体の津波高を割り出せるものではないのである。

それ故，広範な区域での遡上対策を検討する場合には，「最大水位」が算出された

からといって，これに単に「一定の裕度」を加えて津波対策が計画策定できるもの

ではないのである。さらにまた，敷地内の重要施設を津波の危険から守るために防

潮堤を設置するという場合には，防潮堤の設置自体から津波の高さが大きくなると

いう負担も加わるから，さらに，こうした事実も調整して防潮堤計画を検討しなけ

ればならないのである。そうであるのに，多数意見は，こうした津波の動静に関す

る理学的な検証や配慮を全く欠いた判断を行っているのである。多数意見は，これ

まで争点として論議してこなかったこうした大きなテーマについて，当事者の主張，

見解を整えるという訴訟の審理の基本原則さえも放擲してしまっているのである。 

これまでに本件訴訟においては，「長期評価に基づいて算定される津波高が，ど

れほどになるのか」は大きな関心事であったが，敷地周辺での津波の動向までは，

結論を左右するほどの大きな争点とはなってこなかった。こうした状況であったの

であるから，これを重大な争点として取り上げて結論をだすというのなら，これを

争点として明確に取り上げ，審理，判断すべきが筋であろう。多数意見は，こうし

た手続きや段階を素通りして，抜き打ちに判断を示したのである。 

（３）本件事故後の検証では，「３．１１津波」においても，ほぼ敷地全域で遡

上が防止されており，この点において多数意見は大誤判を犯しているのであ

る 

多数意見は，「本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐこと

ができるものとして設計される防潮堤等は，本件敷地の南東側からの海水の侵入を

防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く，一定の裕度を有するように設計

されるであろうことを考慮しても，本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地

に侵入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高いといわざる

を得ない。」（同１０頁）としている。要するに，多数意見は，本件３．１１津波
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による被害はどうしても防げなかった，としているのである。 

しかし，そのようなことはないのである。 

久保賀也証言の反対尋問でも明らかにされているころであるが，本件事故後の検

証では，３．１１津波においては，「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」が設置されてい

れば，殆どの個所で防潮堤を超えることはなかったとされている。 

久保証人の反対尋問においては，弁護人は，「資料１３ 計算②による浸水深お

よび防潮堤位置での津波水位」を示して，この図の作成をした久保証人に，この図

の解説を求めている。この図は，本件事故後に，今次の３．１１津波は，「２０ｍ

の防潮堤を超えたか否か」を検証するために作成した旨の証言を得た上に，「どの

範囲で超えたと考えられるか」を尋ねた（久保証言調書１００頁）。これに対して，

久保証人は「南側で大きいところでは２３メーターを超えているような津波高さが

一部発生しています。」と答えている。 
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上記の「資料１３ 計算②による浸水深および防潮堤位置での津波水位」の図に

よれば，３．１１津波では，原発敷地の南から北端までの防潮堤の中で，敷地南部

を除けば，水位は殆どが１６～１７ｍ以下の状態となっており，敷地南部の崖の当

たりで，同図の棒グラフによれば，そのうちの１本だけが「２３ｍ」と表示されて

おり，もう１本が「１９ｍ」前後と見られる。この図では，海水がこうした最大津

波の状態の継続時間までは記録されていない。従って，その侵入量までは推測でき

ないが，この図で表記されている限りでは，海水の流入はあったとしても極めて限

られたものであると考えられる。主尋問でも反対尋問においても，その量の推計に

ついての質問はなかった。 

このように，福島第一原発の敷地を囲むように「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」が

設置されていれば，本件事故のような原子炉損傷を起こすような浸水事故は，およ

そ発生していなかったはずである。こうした事実からしても，「本件津波の到来に

伴って大量の海水が本件敷地に侵入することを防ぐことができるものにはならなか

った可能性が高いといわざるを得ない。」（同１０頁）などの判断は成立する余地

はないものなのである。多数意見は，破綻していることは明らかである。このよう

な大誤判をしている判決が許されていいはずはない。このような判決は存在しては

ならないのである。もとより，今後の同種事件の審理においても用いられてはなら

ないものである。 

 

６ 多数意見の破綻―被告東京電力は，「長期評価」に基づく試算津波に備える

には「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍの防潮堤」が必要と準備をしていたのであり，本件事

故は十分に防止できたのである  

（１）「Ｏ．Ｐ．＋２０ｍ防潮堤」計画の存在が明らかになっていることから，

多数意見の本件訴訟では，その存在価値は消失しているのである。 

同計画が第１審被告東京電力と東電設計の技術陣が，共同して作業を行い，「長

期評価」が想定する津波対策には「Ｏ．Ｐ＋２０ｍの防潮堤」計画が必要とされ，
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これを原発敷地に設置することとなっていたのであるから，これらの状況を客観的

に観察するならば，「２００８年津波試算」に基づいて執られる津波対策は，３．

１１津波にも十分に耐えられたのである。 

以上のとおり，３．１１津波対策は客観的には存在していた。そして，こうした

作業は，おそらく被告東京電力と東電設計の技術陣が最適の担当者であったと考え

られる。同担当者らは，自社の原発施設の安全性確保を最上位の目標として業務の

遂行を行ったであろうし，その信用性を疑う余地はあるまい。こうして組み立てら

れた「Ｏ．Ｐ＋２０ｍの防潮堤」計画であったから，「本件津波の到来に伴って大

量の海水が本件敷地に侵入することを防ぐことができるものにはならなかった可能

性が高いといわざるを得ない。」（同１０頁。下線は代理人による）という判示は

明白に誤った判示なのである。 

そうであるから，本件訴訟においては，先行していた６．１７最二判，が存在し

ていようとも，「本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に侵入することを

防ぐことができるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」（同

１０頁）という判示の制約を受けるものではないのである。 

以 上 
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